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　この１カ月、受動喫煙防止を法制化することを
目的とした国会議員連盟、そして政府の新しい動
きにについて、多数の報道がありました。

①自民党の議員連盟の活動
　昨年12月29日、時事ドットコムで図１の記事が

配信されました。最大与党の自民党の中からも受
動喫煙防止を法制化する動きが出始めたのは歓迎
すべきことです。

　記事によれば「罰則規定は先送り、政府に委ね
る」という方針のようですが、罰則は絶対に必要で
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す。2003年に施行された健康増進法は、銀行や郵
便局をはじめ公共的な施設の禁煙化には有効でし
た。しかし、個人経営の飲食店等の禁煙化の効果は
ありませんでした。イタリアでは2005年に屋内で
受動喫煙を防止する法律が施行されました。図２
は居酒屋（バル）に掲示されていた罰則規定です。
初回の違反は27.5ユーロ（約3,600円）、違反を繰り
返す度に増額され、最大275ユーロ（約３万６千
円）と書かれています。しかも、外見から分かる妊
婦や乳児、12歳以下の子どもがいる場所で違反し
た場合の罰金は２倍、とも書かれています。施設管
理者の罰金は220 〜 2,200ユーロで、悪質な場合に

は営業停止処分もあります。罰則規定があるから
査察員が巡回していなくてもルールが守られるの
です。

　2010年、日本で最初に自治体レベルの規制とし
て施行された「神奈川県公共的施設における受動
喫煙防止条例」が素晴らしいのは100m2を超える
店舗が違反した場合には５万円の罰則規定を堅持
したことです（兵庫県は30万円）。横浜に出張に行
くと、タバコ臭くないレストランが増えているこ
とを実感します。
　この記事でもう一つ気になったのは「自民党の
有力支持基盤の葉タバコ農家」という部分です。全
国たばこ耕作組合中央会のホームページによれ
ば、タバコ農家は図３のように平成27年で5,845戸
まで減っています（福岡県は９戸のみ）。

　国民の健康を害する作物を保護するのではな
く、タバコ税から補助金を出して海外に輸出でき
るような付加価値の高い農作物への転作を奨励す
ることが「葉タバコ生産者への配慮」だと思いま
す。正しい政治的判断を下して貰いたいものです。
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図２　イタリアのレストランに掲示されていた
警告表示（2006年、筆者撮影）
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②超党派の議員連盟の活動
　「東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて受動喫煙防止法を実現す
る議員連盟」は顧問に江田五月氏（民
主党）、会長は尾辻秀久（自民党）、副会
長が武見敬三氏（自民党）、そして幹事
長として神奈川県の前知事であった
松沢成文参議院議員が参加する超党
派の議連です。尾辻氏と武見氏はタバ
コ対策の重要性を理解している国会
議員で、小宮山洋子元厚生労働副大臣
と同様、一つ前の議連である禁煙推進
議員連盟の頃からタバコ対策を推進
しています。超党派の議連の活動は、
時事通信で図４のように紹介されて
いました。

　記事の後半、自民党の議連と調整の結果、罰則を
盛り込まず、小規模の飲食店など分煙が困難な場
合は「喫煙可能」と表示させることで折り合った、
という点を、どこまで「全面禁煙」に押し戻すこと
が出来るか、松沢氏らの今後の活動に期待したい
と思います。

③政府の新たな検討チーム
　１月25日、政府は受動喫煙の防止に向け、内閣
官房や財務省、厚生労働省などによる検討チーム
により罰則を含めた新法の検討を始めたことが、
図５（24～ 25ページ参照）に示すように１月26
日に複数の地方新聞に取り上げられていました。
図６にそのメンバーを示します。
　検討チームの初会合で「多くの外国の方を受け
入れるに当たり環境を整える必要がある」「病院や
学校、官公庁などの公共施設は全面禁煙」という部
分は良いのですが、記事の後半「飲食店やホテルな
ど不特定多数が利用する場所は分煙、と施設の種
類や規模に応じた対策を議論する」という点が気
になります。
　飲食店等のサービス産業を含めて屋内を禁煙化
する議論をすると、愛媛新聞の後半で発言してい
る八亀忠勝氏のように営業収入が減少する恐れが
ある、という主張をする人が現れます。私は、この
八亀氏の発言の裏には特殊な背景があることを神

奈川県の県会議員から聞きました。以下は、その議
員から寄せられたコメントです。

　�　週刊ポスト2013年１月25日付関連記事「美し
い分煙社会作り方」で八亀忠勝氏（全国・神奈川
県喫茶飲食生活衛生同業組合理事長）が「すで
に禁煙条例を施行している神奈川県では老舗
の喫茶店やバーなどが次々と店を畳んでし
まった」と述べていますが、これは具体的な店
名をあげることなく推測に基づく談話です。

　�　禁煙または分煙店にしたことによる閉店情報
は私の知る限り皆無で、当時はリーマンショッ
ク（2008年９月）等の影響もあり飲食店の閉店
は条例に関係なく多数ありました。また、別の
取材（フード系業界紙）で「八亀さん自身も、市
の関連施設の中に喫茶店を１店舗構えていた
が条例により全面喫煙にしたところ売上が半
減。店を閉めざる得ない状況に落ち入ったとい
う」とのインタビュー記事がありますが、これ
は以下の事実によるものです。

　�　八亀氏は横浜市内で３店舗を経営していまし
たが、2010年３月横浜市の男女共同参画セン
ター横浜南（南太田フォーラム）に出店してい
た「ぱあら～泉」を閉店しました。これは、当該
施設での業者更新に関する入札で応札できな
かったためで、神奈川県の受動喫煙防止条例と
は一切関係がありません。ちょうど2010年４月
から条例が施行されたこともあり、閉店をあた

図４　超党派議連の活動を報じる記事
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かも条例の施行に起因しているようにすり替
え、条例＝営業不振と転嫁しているものです。
事実、代わって受注した「めぐカフェ」は今に至
るも「禁煙店」として立派に営業を継続してい
ます。

　�　このことは、2014年４月28日に開催された山
形集会でも「公開記者会見」の場で明らかにし
たことですが、八亀氏は全国組織の理事長とい
うこともあり、各地で同趣旨の講演を行ってい
ます。以上の事実をお伝え願いたいと思いま
す。

　すでに50カ国で屋内を禁煙とする法律が施行
されており、世界保健機関（ＷＨＯ）は「飲食店の禁
煙化は収入に影響しない」と結論しています。国会
議員側からも、政府側からも検討が始まった新法
には、パブリックコメントを求めてくると思いま
す。その時には「喫煙可能な飲食店で働く従業員や
喫煙室の清掃業者の受動喫煙を防止できない」「禁
煙化しても営業収入の減少はない」と投じていき
ましょう。
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（大和注＝五輪開催地・予定地の受動喫
煙対策の表で韓国は「分煙を義務化」と
なっていますが、2015年１月から官公庁
や学校はもちろん、レストランやバーも
規模にかかわらず、ごく一部の例外を除
き全面禁煙となりました。かつ、屋外のテ
ラス席も禁煙で欧米よりも厳しい法律で
あることは本シリーズの昨年８月号でも
紹介しています）

図５　受動喫煙防止の新法の検討を報じる
2016年1月26日付の愛媛新聞朝刊（共同通
信配信、愛媛新聞社提供）
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